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平成 20年 5月 
京銀インターネット EBサービス 

外国為替取引サービスご利用者 各位                                株式会社 京都銀行 

 

京銀インターネット EBサービス（外国為替取引サービス）の一部入力項目等の変更のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

 平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 

 下記の通り、「京銀インターネット EB サービス（外国為替取引サービス）」につきまして、一部入力項目等が

変更になりますのでお知らせいたします。今回の変更は、基本的な機能が変わるものではなく、19 年 7 月の

信用状統一規則改訂に伴う入力項目等の変更のほか、入力画面の表示文言をわかりやすくするなどしたも

のです。 

 今後とも「京銀インターネットEBサービス（外国為替取引サービス）」をご愛顧いただきますようお願い申しあ

げます。 

                                                                敬具 

記 

１．システム変更日 

平成 20年 5月 26 日（月）より 
 

２．変更内容 

外国向送金受付サービス、輸入信用状受付サービス等について、以下の点を変更いたします。 

項番 変更内容 

サービス共通 

① 禁止文字入力エラー表示要件の変更 

② 「BIC コード」項目のラベル変更 

③ 取引依頼 入力項目の変更(入力欄の入力説明表示)  

④ 取引ステータス「否認」の文言変更 

⑤ 取引ステータス「依頼済」の追加 

⑥ メール表示文言の変更（当行名の表示） 

「外国向送金受付サービス」 
① 「(受取人)口座番号」項目のラベル変更 
② 経由銀行入力欄の追加 

③ 金融機関への連絡事項欄追加 

④ ラベル変更(船積地、原産地の入力依頼) 

⑤ 「支払口座種別・番号」項目の入力要件変更 

⑥ 外国送金決済明細の表示内容変更(受付番号出力) 
⑦ 金融機関使用欄の表示 
「輸入信用状受付サービス」 

① 「TENOR（手形条件）」項目の「CREDIT AVAILABLE WITH」欄の選択肢変更 

② 「PARTIAL SHIPMENT」「TRANSHIPMENT」のラベル変更 

③ 「受取地」「最終仕向地」欄の追加 

④ 「船積地」「陸揚地」欄の項目名称変更 

⑤ 「船積期限」欄の表示レイアウトの変更 

⑥ 「DOCUMENT REQUIRED（呈示書類）」項目の「INVOICE」「PACKING LIST」通数指定変更

選択肢変更 

⑦ 発行日欄表示値変更 

⑧ 照会一覧画面への「発行希望日」欄追加 

⑨ 照会検索画面への「発行日」欄追加/ラベル変更 

⑩ 照会詳細画面への発行日表示 

⑪ メール表示文言の変更（輸入書類到着） 

「被仕向送金照会サービス」 
① メール表示文言の変更 
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サービス共通 

  

① 禁止文字入力エラー表示要件の変更 

半角記号文字の入力可能項目において、禁止文字入力時に、インターネットブラウザ下部に表示する

ステータスバー文言を変更いたします。 

変更前： 「無効なデータです。」 ⇒ 変更後： 「使用できない文字（記号）が入力されています。」 

 
【画面イメージ（依頼入力画面）】 

例: 半角、英数、記号を許容する項目に、ひらがな(禁止文字)を入力した場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 「BIC コード」項目のラベル変更 

「BIC コード」項目の項目名称が、一律「BIC（SWIFT）コード」に変更となります。 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

(例) 外国送金の受取人入力欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(例) 輸入信用状開設の通知銀行入力欄 

 

 

 

 

 

 

 

①禁止文字を入力し、送信ボタンを押下する

と、「入力内容に不備があります。確認お願い

します。」というポップアップが表示されます。 ②同時に、画面下部ステータスバーに、「使用でき

ない文字（記号）が入力されています。」というメッセ

ージが表示されます。 
 

禁止文字を入力 

項目ラベル名を変更します。 

 

項目ラベル名を変更します。 
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③ 取引依頼 入力項目の変更(入力欄の入力説明表示) 

テキスト入力項目について、各項目の入力可能文字種別をコメント表示いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 取引ステータス「否認」の文言変更 
取引ステータス「否認」を「返却」に変更します。 
 
 
⑤ 取引ステータス「依頼済」の追加 

お客様よりお申し込みいただいた取引について、当行にて受付けたことを示す「依頼済」ステータスを新

規追加いたします。 

 

ステータス追加に伴い、取引ステータスの遷移が下記の通り変更となります。 

 「受付中」（お客様によるお申込完了） 

     ↓ 

 「依頼済」（当行による受付完了） 

    ↓ 

 「受付済」（処理完了、手数料明細・決済明細照会可能） 

なお、取引ステータスが「依頼済」に遷移した際の、メールでのステータス遷移のご連絡は行いません。 

お手数ですが、取引照会メニューにて処理状況をご確認いただきますよう、お願いいたします。 

 
 
⑥ メール表示文言の変更（当行名の表示） 
当サービスに係るメール通知内容として、当行の金融機関名称を追加表示いたします。 
 

【画面イメージ（メール画面）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【変更前の画面イメージ（依頼入力画面）】 

【変更後の画面イメージ（依頼入力画面）】 

入力可能文字種別を表示します。 

当行名を表記 
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「外国向送金受付サービス」 

 

① 「(受取人)口座番号」項目のラベル変更 

「受取人口座番号」項目の項目名称が、”口座番号”から”口座番号(IBAN等)”に変更されます。 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 経由銀行入力欄の追加 

取引依頼時に、「経由銀行」が指定可能となります。 

また、取引照会（詳細）画面/取引受付（詳細）画面において、「経由銀行」欄に入力内容を表示します。 

本項目は、入力任意となりますので、経由銀行のご指定を希望される場合にご入力ください。 

 

 

③ 金融機関への連絡事項欄追加 

取引依頼時に、「金融機関への連絡事項」が入力可能となります。 

本項目は、入力任意項目となりますので、当行宛への通知が必要な場合にご入力ください。 

 

また、項目追加に伴い、取引照会（詳細）画面/取引受付（詳細）画面において、金融機関への連絡事

項欄を追加表示するよう、レイアウトを変更いたします。 

 

 

④ ラベル変更(船積地、原産地の入力依頼) 

経済産業省からの指示に伴い、輸入貿易取引または仲介貿易取引を行う場合、原産地、船積地をご

連絡いただく必要がございます。 

 

取引依頼画面の下部に、”送金種別にて「輸入」「仲介貿易」を選択された場合は、「船積地」と「原産

地」を入力願います。”を追加表示いたします。 

「輸入」「仲介貿易」に関する送金取引をご依頼いただく際は、「金融機関への連絡事項」欄へ「船積地」

及び「原産地」を入力くださいますよう、お願いいたします。 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目ラベル名を変更します。 

「送金種別にて「輸入」「仲介貿易」を選択された場合は、「船積地」と「原産地」を入力願います。」を追加します。 

「金融機関への連絡事項」が 

入力可能になります。 

「経由銀行」が入力可能にな

ります。 



 5 

 

【画面イメージ（照会（詳細）画面）】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 「支払口座種別・番号」項目の入力要件変更 

「支払口座種別・番号（円・外貨）」項目について、これまで口座番号を都度手入力いただいておりまし

たが、一覧ウィンドウからの選択も可能となります。（引き続き従来どおりの手入力も可能です。） 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 外国送金決済明細の表示内容変更(受付番号出力) 
外国送金決済明細において、取引受付番号を出力します。 
 

【画面イメージ（照会（決済明細）画面）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「経由銀行」欄の入力内容を表示します。 

「金融機関への連絡事項」欄の 
入力内容を表示します。 

当行にて事前登録した支払口座番号から 
選択可能となります。 

ここを押下すると、選択ウィンドウ

が表示されます。 

円 

外貨 

取引受付番号を出力します。 
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⑦ 外国送金取引における金融機関使用欄の表示 

外国送金照会/受付（一覧/詳細）画面について、金融機関使用欄を新規追加いたします。 

当該項目は、当行（当金庫）にて登録する項目であり、一覧画面には先頭20桁のみが表示されます。 

 

【画面イメージ（照会（一覧）画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  項目追加に伴い、外国送金照会/受付（詳細）画面について、表示レイアウトが変更されます。 

 

【画面イメージ（照会（詳細）画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「輸入信用状受付サービス」 

  

① 「TENOR（手形条件）」項目の「CREDIT AVAILABLE WITH」欄の選択肢変更 

輸入信用状開設依頼画面において、買取銀行名の指定が可能になります。 

今後、買取銀行名をご指定の際は、「OTHER」を選択し、下部の自由入力欄へご記入ください。 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 

 

 

 

 

 

選択肢に「OTHER」を追加します。 自由入力欄を追加します。 

当行が入力した「金融機関使用」欄のすべ

ての内容を表示します。 

金融機関使用欄を追加します。 
先頭 20桁のみ表示します。 
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② 「PARTIAL SHIPMENT」「TRANSHIPMENT」のラベル変更 

「PARTIAL SHIPMENT」（分割船積）および「TRANSHIPMENT」（積替え）の表示が”NOT ALLOWED”か

ら”PROHIBITED”に変更になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 「受取地」「最終仕向地」欄の追加 

輸入信用状開設依頼画面にて、「受取地」「最終仕向地」の指定が可能になります。 

「PLACE OF RECEIPT（受取地）」「PLACE OF FINAL DESTINATION（最終仕向地）」欄が追加されます

ので、複合運送書類等を要求される場合に入力ください。 

 

 

④ 「船積地」「陸揚地」欄の項目名称変更 

輸入信用状開設依頼画面にて、「LOADING ON BOARD FROM(船積地)」欄の項目名称が 

「PORT OF LOADING/AIRPORT OF DEPARTURE（船積港/出発空港）」に変更されます。 

「FOR TRANSPORTATION TO（陸揚地）」欄の項目名称が 

「PLACE OF DISCHARGE/AIRPORT OF DESTINATION（陸揚港/仕向空港）」に変更されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜船積情報の入力方法変更について＞ 
 
船積情報を指定する項目について、平成 20年 5月 26日（月）以降は以下のとおり設定が可能
となります。 
 

 現行 平成 20年 5月 26日（月）以降 
FROM 「船積地」のみ 「受取地（※）」、「船積港/出発空港」 
TO 「陸揚地」のみ 「陸揚港/仕向空港」、「最終仕向地（※）」 

 
2 種類以上の運送手段が使われる「複合運送書類」を要求する場合に、任意入力項目（※）の
「受取地」「最終仕向地」を入力いただくことで、「港の名称」「受渡地の名称」を区別することが

可能になります。 
 

【変更前の画面イメージ（依頼入力画面）】 【変更後の画面イメージ（依頼入力画面）】 

【変更前の画面イメージ（照会（詳細）画面）】 【変更後の画面イメージ（照会（詳細）画面）】 
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⑤ 「船積期限」欄の表示レイアウトの変更 

輸入信用状開設依頼画面について、「NOT LATER THAN（船積期限）」欄の表示位置が、「PLACE  

OF FINAL DESTINATION（最終仕向地）」欄の下部へ変更されます。 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 

 

 

 

 

 

 取引照会（詳細）画面/取引受付（詳細）画面について、「受取地」「最終仕向地」項目追加により 

 表示レイアウトが変更されます。 

 

【画面イメージ（照会（詳細）画面）】 

 
 
 
 
⑥ 「DOCUMENT REQUIRED（呈示書類）」項目の「INVOICE」「PACKING LIST」通数指定変更選択肢

変更 

輸入信用状開設依頼画面について、「INVOICE」「PACKING LIST」通数指定方法が変更になります。 

ORIGINAL 通数/COPY 通数それぞれの指定が可能になります。 

 

【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 

 

 

 

 

輸入信用状開設照会（詳細）画面/輸入信用状開設受付（詳細）画面について、「INVOICE」 

「PACKING LIST」通数において、合計通数、「ORIGINAL」通数、「COPY」通数が表示されます。 

 

【画面イメージ（照会（詳細）画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目ラベル名を変更します。 

「ORIGINAL」欄、「COPY」欄を設けます。 

「ORIGINAL」欄、「COPY」欄への入力内容を表示します。 「ORIGINAL」+「COPY」の 
合計の値を表示します。 

入力項目を追加します。 

＜輸入信用状テンプレートの修正について＞ 
 
2008/5/23(金)以前に登録いただいた輸入信用状テンプレートについては、今回の変更に伴い
「INVOICE」項目及び「PACKING LIST」項目の通数が空欄となります。 
2008/5/26（月）以降に、データテンプレートメンテナンスメニューにおいて登録済テンプレートの
「INVOICE」項目及び「PACKING LIST」項目の通数の補完入力をお願いします。 
(修正ボタンからテンプレートデータの補完入力が可能です。) 
 
テンプレートの修正を実施されない場合は、依頼画面にてテンプレート読込を行う度に、当該項

目へ補完入力を実施くださいますようお願いいたします。その際、「PACKING LIST」項目は入
力任意項目となりますので、通数の入力をお忘れにならないようご注意ください。 
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⑦ 発行日欄表示値変更 

輸入信用状条件変更依頼画面において、開設済信用状の信用状番号から取引内容を呼び出して、当

該取引の条件変更依頼をされる場合、「発行日」項目に自動表示する日付データを変更します。 

これまでは、お客様が信用状開設依頼時に入力された「発行希望日」を当該項目に表示しておりました

が、今後は当行が登録した実際の「発行日」を表示いたします。 

 
【画面イメージ（依頼入力画面）】 

 
 
 
 
 
 
⑧ 照会一覧画面への「発行希望日」欄追加 

輸入信用状開設取引照会画面および輸入信用状条件変更取引照会画面取引照会画面（一覧）につい

て、「発行希望日」項目を追加いたします。 

取引依頼画面にて、お客様が入力された輸入信用状「発行希望日」を当該項目に表示いたします。 

 

「発行日」項目については、当該信用状の実際の発行日（当行が処理を行った日付）が表示されます。 

【画面イメージ（照会（一覧）画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 照会検索画面への「発行日」欄追加/ラベル変更 

輸入信用状開設取引検索画面において、検索条件「信用状開設日」項目の名称が「発行希望日」に変

更となります。 

また、検索条件に「発行日」が新規追加され、「発行希望日」「発行日」の両日付による検索が可能とな

ります。 

【画面イメージ（検索画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

「信用状開設日」から 
「発行希望日」にラベルを変更します。 

検索条件として発行日を追加します。 

「発行希望日」項目を 
新規に追加します。 

「発行日」項目には 
実際の信用状「発行日」(当行にて登録)を表示します。 

当行が登録した発行日を表示します。 
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⑩ 照会詳細画面への発行日表示 

輸入信用状開設取引詳細画面において、「DATE OF ISSUE (発行日)」項目を新規追加いたします。 

お客様が入力された「発行希望日」及び当行が登録した「発行日」の両方を表示するよう変更いたしま

す。 

 

【画面イメージ（照会（詳細）画面）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ メール表示文言の変更（輸入書類到着） 
輸入書類到着を通知するメール本文を下記のように変更いたします。 
変更前： “「取引照会」にてご確認ください” ⇒ 変更後： “「照会」にてご確認ください” 
 

【画面イメージ（メール画面）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「被仕向送金照会サービス」 
 
① メール表示文言の変更 
被仕向送金のご入金を通知するメール本文につきましても、下記の通り変更いたします。 
変更前： “「取引照会」にてご確認ください” ⇒ 変更後： “「照会」にてご確認ください” 
 
 

以 上 
 

お客様が入力された 
発行希望日を表示します。 

「DATE OF ISSUE (発行日)」欄 

を追加します。 


